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平
成
三
十
年
十
月
五
日

第

四

千

三

十

二

号

増

刊

①

　
　
　
　
条
　
　
　
例
（
第
四
十
七
号
－
第
五
十
五
号
）

○
福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の

　

使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　

例�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　

を
改
正
す
る
条
例　

�

（
情
報
政
策
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

�

（
青
少
年
育
成
課
）
…
…
…
…
…
三

○
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

�

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

�

（
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　

る
条
例　

�

（
監
視
指
導
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

�

（
畜　

産　

課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
建
築
都
市
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

�

（
建
築
都
市
総
務
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

�

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
五

◇
福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
）

１　

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
福
岡
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
を
公
営
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

一　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
企
画
・
地
域
振
興
部
情
報
政
策
課
）

１　

生
活
困
窮
者
等
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
制
定
に
よ
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
青
少
年
育
成
課
）

１　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
機
器
の
急
速
な
普
及
に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
青

少
年
が
だ
ま
さ
れ
た
り
、
脅
か
さ
れ
た
り
し
て
、
自
分
の
裸
体
を
撮
影
さ
せ
ら
れ
た
上
送
ら
さ
れ
る

被
害
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
青
少
年
に
対
し
当
該
青
少
年
に
係
る
児
童
ポ
ル
ノ
の
提
供
を

不
当
に
求
め
る
行
為
を
禁
止
し
、
青
少
年
を
守
る
た
め
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
２　

一　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
）

１　

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
本
県
に
係
る
が
ん
登
録
情
報
の
利
用
等
に
つ
い

て
意
見
を
聴
く
た
め
、
福
岡
県
が
ん
登
録
情
報
利
用
等
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

福
祉
労
働
部
子
育
て
支
援
課
）

１　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

目
　
　
　
次

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し
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福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及

　
　
　

び
ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
福
岡
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
第
二
号
イ
中
「
一
万
五
千
三
百
円
」
を
「
一
万
五
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
千�

三
百
五
十
円
」
を
「
七
千
五
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
（
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

　

第
九
条
中
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
七
円
三
十
銭
」
を
「
七
円
五
十
一
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
三
十
六
万
五
千
円
と
四
円
八
十
八
銭
」
を
「
三
十
七
万
五
千
五
百
円
と
五
円
二
銭
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
」
を
加
え
、
「
同
号
」
を
「
当
該
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
号
中
「
五
百
十
円
四
十
八
銭
」
を
「
五
百
二
十
五
円
六
銭
」
に
、
「
三
十
万
千
八
百�

七
十
五
円
」
を
「
三
十
一
万
五
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
十
六
円
七
十
三
銭
」
を
「
二
十�

七
円
五
十
銭
」
に
、
「
五
十
五
万
七
千
百
十
五
円
」
を
「
五
十
七
万
三
千
三
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用

自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の

日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
か
ら
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
環
境
部
監
視
指
導
課
）

１　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
公
表
の
対
象
と
な
る
行
政
処
分
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
十
の

規
定
に
基
づ
く
命
令
等
を
加
え
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
農
林
水
産
部
畜
産
課
）

１　

福
岡
県
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
解
散
し
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
建
築
都
市
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
建
築
都
市
部
建
築
都
市
総
務
課
）

１　

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
、
使
用
期
間
が
一
年
を
超
え
る
仮
設
建
築

物
の
建
築
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
等
に
つ
い
て
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
建
築
都
市
部
建
築
指
導
課
）

１　

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
、
使
用
期
間
が
一
年
を
超
え
る
仮
設
建
築

物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
に
関
す
る
規
定
を
追
加
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

条
　
　
　
例
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し
く
は
そ
の
供
与
の
約
束
を
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
青
少
年
に
係
る
児
童
ポ
ル
ノ
等
の
提
供
を

行
う
よ
う
に
求
め
る
こ
と
。

　

第
三
十
八
条
第
七
項
中
「
第
三
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
二
条
」
を
加
え
、
「
第
四
項
」
を
「

第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４�　

第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す
る
。

　

第
三
十
九
条
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

。

　

附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
十
号

　
　
　

附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
　
　

す
る
条
例

　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条

例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
就
労
自
立
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
進
学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
る

。
　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
七
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
児
童
ポ
ル
ノ
等
の
提
供
を
求
め
る
行
為
の
禁
止
）

第
三
十
一
条
の
二　

何
人
も
、
青
少
年
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

一�　

青
少
年
に
拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
青
少
年
に
係
る
児
童
ポ
ル
ノ
等
（
児
童
買
春
、

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十�

一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
ポ
ル
ノ
又
は
同
法
第
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
記
録
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
行
う
よ
う

に
求
め
る
こ
と
。

　

二�　

青
少
年
を
威
迫
し
、
欺
き
、
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
、
又
は
青
少
年
に
対
し
対
償
を
供
与
し
、
若

福
岡
県
社
会

福
祉
審
議
会

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
機

関
と
し
て
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
項
並
び
に
同

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
の
調
査
審
議
、
関
係
行
政

機
関
に
対
す
る
意
見
の
具
申
等
を
行
う
こ
と

福
岡
県
社
会

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
機

関
と
し
て
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
項
並
び
に
同
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福
岡
県
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
八
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２�　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
行
政
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
行

政
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
者
名
及
び
処
分
内
容
等
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

　

二　

法
第
十
二
条
の
七
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

　

三�　

法
第
十
四
条
の
三
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
命
令

　

四�　

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

　

五　

法
第
十
五
条
の
二
の
七
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令
等

　

六　

法
第
十
五
条
の
三
各
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

　

七�　

法
第
十
九
条
の
三
（
法
第
十
二
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

者
を
一
の
事
業
者
と
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
及
び
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
有
害
使

用
済
機
器
の
保
管
又
は
処
分
を
業
と
す
る
者
に
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
善

命
令

　

八�　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
二
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
者
を
一
の
事
業
者
と
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
有

害
使
用
済
機
器
の
保
管
又
は
処
分
を
業
と
す
る
者
に
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
十
九
条
の
十
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

　

九�　

法
第
十
九
条
の
六
第
一
項
（
法
第
十
二
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
者
を
一
の
事
業
者
と
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

　

十　

法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
時
の
措
置
に
係
る
命
令

　

十�
一　

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三

年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令

　

十
二　

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
時
の
応
急
措
置
に
係
る
命
令

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
三
五
の
二
の
三
の
項
上
欄
中
イ
か
ら
ル
ま
で
を
削
り
、
ヲ
を
イ
と
し
、
ワ
を
削
り
、
カ
を
ロ
と

し
、
ヨ
及
び
タ
を
削
り
、
同
欄
中
レ
を
ハ
と
し
、
ソ
か
ら
ラ
ま
で
を
ニ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
同
欄
ム
中

「
ラ
」
を
「
チ
」
に
改
め
、
同
欄
中
ム
を
リ
と
し
、
同
項
下
欄
中
「
イ
か
ら
ル
ま
で
、
ワ
、
ヨ
、
タ
、

ソ
、
ネ
及
び
ナ
」
を
「
ニ
、
ヘ
及
び
ト
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
祉
審
議
会

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
の
調
査
審
議
、
関
係
行
政

機
関
に
対
す
る
意
見
の
具
申
等
を
行
う
こ
と

福
岡
県
が
ん

登
録
情
報
利

用
等
審
議
会

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
及
び
が
ん
登

録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
の
規
定

に
よ
り
合
議
制
の
機
関
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ

と
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別
表
八
五
の
項
及
び
八
六
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
第
百
二
十
九
条
」
を
「
第
百
二
十
八
条
の
五
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
き
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
認
め
た
建
築
物
又
は
同
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
の
三
第
一
号
中
「
が
け
地
」
を
「
崖
地
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
」
の
下
に
「
又
は
第
六
項
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
六
条
の
二
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
、
農
業
共
済
組
合
連
合
会
」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
建
築
都
市
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
都
市
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
建
築
都
市
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
五
項
を
削
る
。

　

別
表
一
二
の
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め

、
同
項
を
同
表
一
二
の
二
の
項
と
し
、
同
表
一
一
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
三
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
二

建
築
基
準
法
第
四
十�

三
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
建
築

の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

建
築
物
の
敷
地
と

道
路
と
の
関
係
の

建
築
認
定
申
請
手

数
料

一
件
に
つ
き

　
　
　
　
　

二
七
、
〇
〇
〇
円

申
請
の
と
き

三
六

の
二

建
築
基
準
法
第
八
十�

五
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
仮
設
建
築
物

の
建
築
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査

使
用
期
間
が
一
年

を
超
え
る
仮
設
建

築
物
建
築
許
可
申

請
手
数
料

一
件
に
つ
き

　
　
　
　

一
六
〇
、
〇
〇
〇
円

申
請
の
と
き


